
農林水産省が食品の安全性に関するリスク管理を優先的に行うべき有害微生物

のリストについて（平成19年4月25日現在）

１． 基本的な考え方

食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進が課

題となっている。農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準

的な作業手順（危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先

度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項

等）を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関す

るリスク管理の標準手順書」を作成（平成１７年８月２５日公表、平成１

８年１０月５日改訂）し、本手順書に基づき、国際的に合意された枠組み

に則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っている。

これに基づき、収集した食品安全に関わる情報や消費者、食品事業者な

ど関係者の意見をもとに、今後農林水産省が食品の安全性に関するリスク

管理を優先的に行うべき有害微生物を選定した。

２． 対象とする危害要因の分類

（１）リスク管理を実施する対象として、現時点における科学的見地に基づ

いて、「食品安全の確保」を主眼としつつ、「関係者の関心」、「国際的動

向」を考慮に入れた上で、別途定める基準（別紙）により、農林水産省

の所掌範囲でリスク管理が実施できるものの中から、優先的にリスク管

理を実施する必要があるものを選定した。

（２）対象とする危害要因は、以下のような区分に分類する。

① リスク管理を実施するため、直ちに汚染実態調査の実施及びリスク

管理措置を検討する必要がある危害要因

② リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置を検討するた

めの基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害

要因

（３）リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて意見を求め、必要に

応じリスク管理に反映させる。

３． 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト

① リスク管理を実施するため、直ちに汚染実態調査の実施及びリスク

管理措置を検討する必要がある危害要因

カンピロバクター

参考４－１
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サルモネラ

腸炎ビブリオ

腸管出血性大腸菌

ボツリヌス菌 （50音順）

② リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置を検討するた

めの基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害

要因

ノロウイルス

リステリア

４． 留意事項

優先的にリスク管理を行うべき有害微生物の区分については、随時見直

しを行う。
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（別紙）

農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物の検討

以下の項目についてＨ：５、Ｍ：３、Ｌ：１として合計し、農林水産省が優

先的にリスク管理を行うべき有害微生物を判断する。

（１）病原性

・症状の重篤性

・症状の持続期間

・患者からの二次感染

Ｈ：重症例では死亡することがある。症状が一過性でない。患者が感染

源となることがある。

Ｍ：症状は一定期間持続するが、死亡することはまれである。患者が感

染源となることがある。

Ｌ：死亡することはまれで、多くは一過性の下痢及び嘔吐である。

（２）患者数

Ｈ：国内において最近3年間の平均報告患者数が１０００名以上である。

Ｍ：国内において最近3年間の平均報告患者数が１００名以上１０００

名未満である。

Ｌ：国内において最近3年間の平均報告患者数が１００名未満である。

（３）関係者の関心

・リスク管理検討会メンバーを通じて得た国民の関心度

Ｈ：非常に関心がある。

Ｍ：関心がある。

Ｌ：あまり関心がない。

（４）国際的動向

Ｈ：コーデックスにおいて、衛生実施規範が策定された又は策定中であ

る。

Ｌ：そのような状況には至っていない。
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